就学援助申請書小・中・義務教育学校

八女市教育委員会　様　　　　　　　　　　　　　　　
以下のとおり、就学援助を申請します。	                                                  （令和8年度用）
	申請年月日
	令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日
	月認定

	申請者　（保護者）
	住　　　所
	〒　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※棟番号及び部屋の号数まで記入
八女市
TEL  （   　　　　　　）　    　　　－
	可　・　否

	
	
	
	非・児扶・収需

	
	フリガナ
	※申請者名と口座名は一致させて下さい

	前年度就学援助受給
有　・　無

	
	保護者氏名
	
	

	
	配偶者の有無
	有　　・　　無　（　死別　・　離別　）　・　（　　　　　　　　　　　　）
	

	（前期）
小　学　校
	児童氏名
	続柄※１
	生年月日
	学校名
	学年※２

	
	
	
	　　　　　　．　　　．　　
	
	

	
	
	
	　　　　　　．　　　．　　
	
	

	
	
	
	　　　　　　．　　　．　　
	
	

	（後期）
中　学　校
	生徒氏名
	続柄※１
	生年月日
	学校名
	学年※２

	
	
	
	　　　　　　．　　　．　　
	
	

	
	
	
	　　　　　　．　　　．　　
	
	

	
	
	
	　　　　　　．　　　．　　
	
	

	世帯の状況　（上記児童・生徒を除く世帯全員を記入）※保護者が別世帯にいる場合はご記入ください

	氏名
	続柄
	生年月日
	氏名
	続柄
	生年月日

	※申請者
	本人
	　．　　　．
	
	
	　　　　　　　．　　　．

	
	
	　　　　　　　．　　　．
	
	
	　　　　　　　．　　　．

	
	
	　　　　　　　．　　　．
	
	
	　　　　　　　．　　　．

	
	
	　　　　　　　．　　　．
	
	
	　　　　　　　．　　　．

	申請理由
（該当項目に○で囲む。
複数理由可。）
	ア　生活保護が廃止された（　　年　　月　　日廃止）　　　　イ　児童扶養手当を受けている（　全部　・　一部　）
ウ　市民税が非課税である　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　保護者の死亡・離別・失業等で生活状況が悪化した
オ　上記ア～エに該当しないが、世帯全員の収入が少なく経済的に困窮している
カ　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	その他※３
	①持家・借家の別
	　持家   ・　　借家　　　　（家賃月額　　　　　　　　　　円）　

	
	②児童扶養手当
	　無     ・　　　有　　　　　（月額　　　　　　　　　　　　　円）　

	
	③遺族・障害年金
	　無     ・　　　有　　　　　（月額　　　　　　　　　　　　　円）　

	
	④その他の収入（養育費、失業給付など）
	　無     ・　　　有　　　　　（　　　　　　　　　　　　　月額　　　　　　　　円）

	
	[bookmark: _GoBack]⑤令和８年１月１日現在の住所について
	　八女市　・　　他市町村(         　　  )　
（※他市町村の所得課税証明書をご提出ください）

	支給方法
	振込口座
	認定された場合、下記の金融機関口座への支払いを希望します。　　　　　　※申請者の口座を記載して下さい

	
	
	口座名義人（カタカナ）
	金融機関名
	支店・支所名
	種類
	口座番号　※右づめ

	
	
	
	銀行
信用金庫
農協
労働金庫
	支店
支所
出張所
	普
・
当
	
	
	
	
	
	
	

	・この申請をもって教育委員会が世帯員の住民基本台帳、課税状況、児童扶養手当受給の有無等を調査することに同意します。
・認定された場合、この就学援助の請求の権限を児童生徒の在学学校長に委任します。
・校納金等の未納が発生した場合、又は、学校長が必要と判断した場合、この就学援助の受領含む一切の権限を児童生徒の
在学学校長に委任します。
・認定後、転出及び転入の際は他市町村と支給情報の受け渡しをすることに同意します。
・新入学学用品費の入学前支給を受けた場合、令和８年３月末以前に八女市外に転出する等の理由により、援助費を返還する
ことを求められたときは、返還することに同意します。
保護者氏名　（署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□■問い合わせ先■□
八女市教育委員会教育部　学校教育課学務係
TEL：0943-23-1954



※１．申請者（保護者本人）からみた続柄　例：子　　　　　※２．令和８年４月１日現在の学年
※３．証書等の金額がわかる書類を窓口へお持ちください


